
　令和 6 年度　　一般会計　歳出　第１款１項１目 11 節（8）筆耕翻訳料

委託担当

議会局議事課 担当者名 金澤　臣人

電　話 671-3045

設　　　計　　　書

令和 6 年度横浜市会常任委員会等記録調製委託

議会局議事課

■ 期間　　令和 6 年 4 月 1 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで

□ 期限　　令和　　年　　月　　日 まで

□ 確定契約　　　　　　　　　　　　　　　■ 概算契約

□ 設計関係図書又は仕様書記載のとおり　　■ 不要

その他特約事項

■ 不要

□ 要　（　　月　　日　　時　　分　　場所　　　　　　　　）

　横浜市会の常任委員会、特別委員会（予算・決算特別委員会を除く。）

等の音声データの反訳及び整文により、校正用原稿、校正後原稿及び製本

用原稿を作成する。

２ 履 行 場 所

連絡先

受付番号 種 目 番 号

１ 委 託 名

３ 履 行 期 間

又 は 期 限

４ 契 約 区 分

５ か し 担 保

６

７ 現 場 説 明

８ 委 託 概 要
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９ ■ する（４回以内）　　　　　□ しない

部　分　払　の　基　準

業　務　内　容 単位

分

同７～９月分 分

同10～12月分 分

分

分

分

分

分

＊単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額。

＊概算数量の場合は、数量及び金額を（　）で囲む。

委　託　代　金　額 .－

内　訳 業　務　価　格 .－

 消費税及び地方消費税相当額 .－

（　　　　　　）

(120)

(120)

（　　　　　　）

（　　　　　　）

（　　　　　　）

（　　　　　　）

（　　　　　　）

（　　　　　　）

（　　　　　　）

　反訳・整文

　反訳・整文
　特急加算

（\　　　　　　）

（\　　　　　　）

単価
（円）

(240)

(360)

音声データ送付後
24時間以内

音声データ送付後
２日以内

音声データ送付後
３日以内

音声データ送付後
４日以内

（\　　　　　　）

令和６年４月～
令和７年３月

(6,000)

(5,160)

(4,800)

(4,740)

令和６年４
～６月分

令和７年１
～３月分

履　行
予定月

数　　量
（概算数量）

部 分 払

金額（円）
（概算金額）
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内　訳　書

名　　　称 形状寸法等 数　量
（概算数量）

単位 摘　要

　反訳・整文料 分

分

分

分

分

小　　計

合　　計

＊概算数量の場合は、数量及び金額を（　）で囲む。

（　　　　　）

金額（円）
（概算金額）

（　　　　　）

（　　　　　）

（　　　　　）

（　　　　　）

（　　　　　）

（　　　　　）

（　　　　　）

単価
（円）

(20,700)

(120)

(120)

　反訳・整文料
　特急加算

音声データ
送付後２日
以内

音声データ
送付後３日
以内

音声データ
送付後４日
以内

音声データ
送付後24時
間以内

(240)

(360)

消 費 税 及 び
地方消費税相当額
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令和６年度横浜市会常任委員会等記録調製委託仕様書 
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委託業務  委託者が提供する横浜市会の常任委員会、特別委員会（予算・決算特

別委員会等議員全員構成のものを除く。）等の音声データの反訳と整文

を行うことによる初稿データ、校正後原稿データ及び製本用原稿データ

の作成。（発言者の特定等で必要がある場合は、委員会のインターネッ

ト中継、又は各会議の開催日から起算して２日後に本市ホームページに

掲載する録画中継の参照も併用すること。）  

納入 

（注）納入期限に

係 る 日 数 に つ い

ては、納入期限ま

での間に土曜日、

日曜日、国民の祝

日 に 関 す る 法 律

（ 昭 和 23年 法 律

第 178号）に定め

る休日、 1月 2日、

1月 3日及び 12月

29日 か ら 31日 ま

で の 日 が 含 ま れ

る場合には、当該

日数を加算する。

ま た 納 入 期 限 に

当 た る 日 が 本 市

の 閉 庁 日 の 場 合

は、その日以降最

初 の 開 庁 日 と す

る。  

マイクロソフト・ワードによるデータを電子メールで納入することを

原則とする。  

１ 初稿データ  

  最終ページについては、委員長名記載版と委員長名空白版の２種類

を作成。  

  原稿データには、会議名、開催日、反訳者名、校閲者名、連絡事項

等必要な事項を記録した作業報告書を添付。  

  納入期限は、該当の音声データがダウンロードできるようになった

旨の通知メールを委託者が発信した日から10日目（左枠の（注）参照）。

ただし受託者が承諾した場合は、これを短縮することができる。この

場合、納入期限を４日目以内に短縮するときはあらかじめ定める特急

反訳料を加算する。なお特急反訳の依頼が原稿の一部分だったときは、

校正用原稿全部を改めて短縮前の納入期限までに納入。  

＊１日４委員会（各１時間から９時間程度）が２日連続で開催される

場合、１日３委員会（各１時間から９時間程度）が３日連続で開催

される場合等もあることに留意のこと。  

２ 校正後原稿データ  

  納入期限は、委託者が校正指示を電子メールで発信した日から５日

目（左枠の（注）参照）。ただし、明らかな反訳の誤りや委託者が提

供した資料や情報にある名称等の誤表記など、受託者の非による校正

を含む場合は2日目（左枠の（注）参照）。  

３ 製本用原稿データ  

  表紙を除く校正後原稿の最終版データを、委託者が指示をする委員

会等ごとにまとめて納入。  

  納入期限は、校正後原稿納入日以降で委託者が指示する日。  

４ 納入先  

  横浜市会議会局議事課（委託者が指定する電子メールアドレス宛）  

体裁、調整内容  １ Ａ４判  

２ 別途指示する部分を除き MS明朝体9.5ポイント、縦37行、横50字。  

３ 開会時刻、休憩入り時刻、再開時刻及び閉会時刻は、音声ファイル

名に記載の録画開始時刻をもとに、経過時間を加えて算出すること。  

４ 体裁、ファイル名の付け方は、別途提示する「横浜市会常任委員会
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等記録調製に係る体裁等について」に従うとともに、会議録検索シス

テムに掲載されている過去の記録も参照すること。また、不明な点は

適宜委託者に確認すること。  

５ 文字遣いについては、公益社団法人日本速記協会発行の「新訂 標準

用事用例辞典」に従うとともに、次の項目に留意して整文を行うこと。 

(1) 「新訂 標準用事用例辞典」の「表記の基準」の「Ⅵ 数字の書

き方」の３における「必要のある場合には３桁目に「，」（コン

マ）をつける」については「必要のある場合」はないものとする。 

(2) 質疑における委員長の呼名部分は省略する。  

(3) 意見表明における委員長の各会派の呼名部分は省略する。  

(4) 明らかな言い間違いを正しい言葉に訂正する。  

(5) 同形、類似語の繰り返し及びひとりごとの類は削除する。  

(6) 文脈の乱れを整理する。  

(7) 「えー」「あのー」等の無機能語は削除する。  

(8) 事業名や固有名詞は「新訂 標準用事用例辞典」によらず記載す

る。ただしこの場合でも、本文中での（ ）については「新訂 標

準用事用例辞典」によることとし、例えば事業名に（ ）が付さ

れている場合でも「括弧」と発言したとき以外は（ ）は付さな

い。 

(9) 事業名は、省略名で発言された場合でも正式名称で記載する。  

(10) 被指名者以外の発言については「（「異議なし」と呼ぶ者あり）」

のように（ ）を付して記載する。  

(11) 挙手採決のように委員長の求めによる行為があった場合は、

（ ）を付して「（挙 手）」のように記載する。  

(12) 説明する局の入れ替えがある場合は「（当 局 交 代）」と

記載する。  

(13) 委員や所管局以外の職員が委員長の指示により退席や入室の行

為をした場合は（ ）を付して「（○○委員退席）」「（〇〇委

員着席）」「（関係職員着席）」「（関係職員退席）」のように

記載する。  

(14) 委員や議員を「先生」と呼んでいる場合、適宜「委員」「議員」

と修正する。  

(15) 発言者の意図が正確に伝わらない恐れがある場合、発言の並び

かえ等の整文をする。  

＊その他、調製に当たっては、会議録検索システムに掲載されている

過去の記録を適宜参照すること。  

反訳料   委託者が提供した音声データごとに、休憩時間を除く開会宣言から閉

会宣言までの時間（１分未満は切り捨てる。）に１分当たりの反訳単価

を乗じて算定する。  
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 なお、納期を短縮して次の区分による納期とした場合は、納期を短縮

した部分の時間（１分未満は切り捨てる。）に各区分の１分当たりの特

急反訳単価を乗じた特急反訳料を加算する。  

１ 音声データ送付後24時間以内  

２ 音声データ送付後２日以内  

３ 音声データ送付後３日以内  

４ 音声データ送付後４日以内  

反訳、校閲体制  １ 反訳者の他に校閲者を置き、反訳と校閲は別の者が行うこと。  

２ 受託者は、契約締結後速やかに、反訳者及び校閲者とする者を委託

者に届け出ること。また、反訳者及び校閲者に変更が生じた場合は、

理由を付して委託者に届け出ること。  

資 料 の 提 供 及

び指示  

１ 委託者は次の(1)から(4)の資料を受託者に提供するとともに、必要

と認める事項を指示する。  

 (1) 会議資料一式（議案関係書類、請願・陳情書等）  

 (2) 出席者名簿  

 (3) 座席表  

 (4) その他必要な資料  

２ 受託者は、製本用原稿納入後に１の資料のほか原稿作成に関する一

切の資料を廃棄すること。  

日程連絡  １ 委託者は、反訳を依頼する委員会の日程が決定し次第速やかに受託

者に電子メールにより連絡する。日程の追加又は変更があった場合も

同様に連絡する。  

２ 受託者は、前項の連絡を受けた旨を委託者に電子メールにより返信

する。  

そ の 他 この仕様書に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託

者が協議して定める。  

 


	設計書（金入り）

